
鹿屋市男女共同参画に関する　　　

住民意識調査結果報告
　市では、男女共同参画社会を推進するため、今年度中に「かのや男女共同参画プラン」を見直し、新
プランを策定する予定です。その基礎資料とするため、住民意識調査を実施しました。
　各分野での男女の平等意識、家庭における男女の負担割合の違い、女性が仕事を持つことに対する考
え方や学校での子どもへの対応についてなど、調査の一部を紹介します。
※詳しくは、市ホームページ内の男女共同参画推進室ウェブページをご覧ください。
【問い合わせ】市民活動推進課（５階）　☎ 0994-31-1147

●調 査 対 象　　20歳以上の男女2,500人
　　　　　　　　（住民基本台帳に基づく
　　　　　　　　　層化無作為抽出）
●調 査 時 期　　平成19年９月３日〜19日
●調 査 方 法　　郵送による配布・回収法
●有効回答数（n） 1,108人（回収率44.3％）
●質　問　数　　34問

○調査の概要○

■男女平等の意識について
　<各分野の男女の地位の平等感>

■家庭生活について
　<家庭における役割分担について>

■仕事について
　<女性が仕事を持つことについて>
　（「平成19年度　内閣府調査」「平成19年度　鹿児島県調査」との比較）

■教育について
　<学校教育について>

あらかじめ住民税額を
差し引いた額を給付

金融機関に出向いて住民税を
納める負担がなくなります。
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納付月 平成 21年６月 平成 21年８月 平成 21年 10 月 平成 21 年 12 月 平成 22 年２月

納付方法 個人で納める方法（普通徴収） 年金から差し引く方法（特別徴収）

税額 年税額の１／４ 年税額の１／４ 年税額の１／６ 年税額の１／６ 年税額の１／６

（例）　平成21
年度の年税額が
60,000円の場合

60,000 円÷４
＝ 15,000 円

60,000 円÷４
＝ 15,000 円

60,000 円÷６
＝ 10,000 円

60,000 円÷６
＝ 10,000 円

60,000 円÷６
＝ 10,000 円

●平成 21年度の納付方法
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